
広
島
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号 

 
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
指
定
居

宅
介
護
支
援
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

指

定

居

宅

介

護

支

援

事

業

者 

居

宅

介

護

支

援

事

業
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廃

止

し

た

事

業
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名

称 

主

た

る

事

務

所 

の

所

在

地 

名

称 

所

在

地 

廃
止
年
月
日 

株
式
会
社
メ
デ
カ

ジ
ャ
パ
ン 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一
丁
目
九

番
六
号 

大
宮
セ
ン
タ

ー
ビ
ル
一
三
階 

福
山
ケ
ア
セ
ン
タ

ー
そ
よ
風 

福
山
市
松
永
町
三
丁
目

二
一
番
七
〇
号 

平
成
二
三
年
一

月
三
一
日 

ｉ
・
Ｍ
Ａ
Ｔ
株
式

会
社 

尾
道
市
高
須
町
五
〇
〇

七
番
地 

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
な
の
花 

尾
道
市
高
須
町
五
〇
〇

七
番
地 

平
成
二
三
年
二

月
二
八
日 

ユ
ー
・
ア
イ
・
ネ

ッ
ト
福
祉
企
業
組

合 

広
島
市
中
区
広
瀬
北
町

四
番
一
八
号 

諏
訪
ビ

ル
一
階 

ユ
ー
・
ア
イ
・
ネ

ッ
ト
福
祉
居
宅
介

護
支
援
事
業
所 

広
島
市
中
区
広
瀬
北
町

四
番
一
八
号 

諏
訪
ビ

ル
一
階 

平
成
二
三
年
三

月
三
一
日 

国
家
公
務
員
共
済

組
合
連
合
会 

東
京
都
千
代
田
区
九
段

南
一
―
一
―
一
〇 

吉
島
病
院
居
宅
介

護
支
援
事
業
所 

広
島
市
中
区
吉
島
東
三

丁
目
二
番
三
三
号 

平
成
二
三
年
三

月
三
一
日 

有
限
会
社
Ｓ
Ｎ
Ｓ 

広
島
市
東
区
戸
坂
出
江

一
丁
目
三
番
六
号 

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン

タ
ー
え
が
お 

広
島
市
東
区
戸
坂
出
江

一
丁
目
三
番
六
号 

平
成
二
三
年
三

月
三
一
日 

社
会
福
祉
法
人
慈

楽
福
祉
会 

広
島
市
安
芸
区
中
野
三

丁
目
九
番
五
号 

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
ピ
ア
観
音 

広
島
市
西
区
観
音
新
町

一
丁
目
七
番
四
〇
号 

平
成
二
三
年
三

月
三
一
日 

株
式
会
社
ア
リ
ス

ジ
ャ
パ
ン 

福
山
市
沖
野
上
町
四
丁

目
一
三
番
三
〇
号 

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
ア
リ
ス
神
辺

福
山
市
神
辺
町
川
南
五

五
二
―
三
マ
ル
シ
ン
ビ

ル
神
辺
一
〇
一
号 

平
成
二
三
年
三

月
三
一
日 

株
式
会
社
ア
リ
ス

ジ
ャ
パ
ン 

福
山
市
沖
野
上
町
四
丁

目
一
三
番
三
〇
号 

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
ア
リ
ス
府
中

府
中
市
高
木
町
三
七
一 

平
成
二
三
年
三

月
三
一
日 

有
限
会
社
ト
リ
オ 

島
根
県
大
田
市
久
手
町

刺
鹿
六
〇
六
番
地
七
五

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
き
ら
ら
の
里

山
県
郡
北
広
島
町
本
地

一
九
三
一
番
地 

平
成
二
三
年
三

月
三
一
日 

 


